
 

 

 

 

（令和２年４月現在） 

禁煙はこれまで個人の意志や努力の問題とされてきましたが、「ニコチン依存症」と

いう病気に対する治療ととらえて、医師による禁煙指導を公的医療保険の対象としまし

た。医療機関の禁煙指導を利用し、上手に禁煙をすすめましょう。 

 

★ここに掲載した医療機関は、日本禁煙学会のホームページに掲載されたもの

です。 

★喫煙状況により保険が適用されない場合がありますので、受診の際は各医療

機関にて御相談ください。 

 

医療機関名 所在地 電話番号 

本間内科医院 稲穂２－１９－１３ ２５－３３６１ 

おたる呼吸器内科 長橋３－７－３ ３３－５５８８ 

梅ケ枝内科・眼科クリニック 梅ヶ枝町１－３ ２７－２３２３ 

高村内科医院 赤岩１－１５－１４ ２３－８１４１ 

ウェルネス望洋台医院 望洋台２－２－１３ ５４－１１９９ 

大本内科クリニック 稲穂４－９－１７ ２４－００６６ 

松島内科 緑１－１６－３ ３３－０５５１ 

小樽市立病院 若松１－１－１ ２５－１２１１ 

阿久津内科医院 住ノ江１－８－１６ ３３－５６７８ 

桜台クリニック 桜２－３２－２２ ５２－１６１６ 

島田脳神経外科 錦町１－２ ２２－４３１０ 

小樽協会病院 住ノ江１－６－１５ ２３－６２３４ 

済生会小樽病院 築港１０－１ ２５－４３２１ 

小樽市内の保険適用で 

禁煙治療を行なっている医療機関 


